
 

 

★補助金申請から交付の流れ★ 

 

 補助事業は下水道接続事業補助金申込書を提出（補助金枠確保のため）してください。（申込されてないと

補助金の支払いが出来ない場合があります。） 

申込期間：4月～12月（ただし、予算がなくなり次第終了いたします） 

 

    （申請者）      下水道接続補助金申込書 提出 

                                      ↓         

    （申請者）  排水設備等計画確認申請関係調書（原簿） その他関係書類 

補助金交付申請（第１号様式）に添付書類を添え提出 

                                    ↓          

      （市）   補助金交付決定通知（第２号様式）……審査後速やかに 

                    ↓ 

             変更の場合（申請者）変更承認申請（第３号様式）                           

                         ↓  

    （申請者）            工事施工    

                                  ↓           

（申請者）  排水設備工事完成届 

補助事業実績報告（第４号様式） 施工完了後速やかに… 

↓ ※施工時に変更（位置・配管等）があれば図面 

   （市）             施工検査 

                                     ↓          

      （市）   補助金交付額確定通知（第５号様式）…審査後速やかに 

                                     ↓         

    （申請者）  補助金交付請求（第６号様式）便宜上実績報告書と同時に提出（押印を忘れずに‼） 

                                      ↓         

      （市）     補助金交付  指定口座へ振込み（市検査後1ヶ月～１ヶ月半位かかります） 

 

 

 

１ 交付申請時に提出する書類 

(１) 補助事業にかかる工事請負契約書の写し 

(２) 補助事業にかかる工事費見積書の写し 

(３) 完納証明書又は、課税がないことを証明できる書類 

(４) 建物の平面図及び配置図 

(５) 工事施工場所の案内図（住宅地図等の写しで可） 

(６) 前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

 

 

２ 実績書報告書時に提出する書類 

（１） 工事の写真一式 

（２） 工事請求書の写し 

（３） 撤去したくみ取り便所又は単独浄化槽の産業廃棄物管理票の写し 

※（３）は、くみ取り便所又は単独処理浄化槽の撤去工事を行った場合に提出 

※申請時に提出した図面と完成現場が異なる場合、配置図 

※新住所の住民票（申請者住所が工事施工場所と異なる場合、工事施工場所に住民票を移したもの） 

※単独浄化槽を撤去した場合、浄化槽廃止届に最終清掃届を添付し提出 
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